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主催 タバコ問題首都圏協議会 (MASH)
102-0072千代田区飯田橋 2-1-4 九段ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ 203
Tel 03-3222-6781 / Fax 03-3222-6780
www.nosmoke-shutoken.org

後援
千代田区 / (財)結核予防会 /

(財)日本対がん協会 / (財)日本心臓財団 /

禁煙推進議員連盟 / 日本禁煙学会 /
日本循環器学会禁煙推進委員会 /

神奈川県内科医学会 /
エパレク(環境汚染等から呼吸器病患者を守る会) /

茨城県医師会 / 栃木県医師会 /

群馬県医師会 / 千葉県医師会 /
神奈川県医師会 /千代田区医師会 /

神田医師会 / 日本女医会 /

日本禁煙推進医師歯科医師連盟 /
性と健康を考える女性専門家の会 /

全国禁煙･分煙推進協議会 /
FCTC 推進国民会議 /

ILCAブルーリボン運動推進協議会 /

たばこ問題情報センター (順不同)

協賛 ジョンソン･エンド･ジョンソン(株) / ノバルティスファーマ(株) (順不同)

*1 禁煙席ネット 受動喫煙の有害性を広く周知させる目的でインターネット上に設置された、非営利ネットサイト

*2 禁煙スタイル 日本全国 9,000店以上の禁煙・分煙飲食店をインターネット上で紹介する個人運営のクチコミグルメサイト

日時 5 月 31 日(土) 14:00～17:30 (開場 13:40)

場所 東京しごとセンター（旧シニアワーク東京） 地下 2F 講堂
東京都千代田区飯田橋 3-10-3 Tel03-5211-1571

シンポジスト (敬称略)

小城
こじょう

哲郎 全国飲食業生活衛生同業組合連合会 専務理事

岩崎 拓哉 禁煙スタイル*2
主宰 / (株)IT スタイル 代表取締役社長

宮本 順
じゅん

伯
はく

禁煙席ネット*1
主宰 / 医師

中田 ゆり 産業医科大学 健康開発科学教室 研究員

千葉 勝也 東日本旅客鉄道労働組合 中央本部 書記長

「健康増進法」第 25条 (下記) は一定の成果を上げましたが「罰則規定」がありません。

職場、飲食店等、まだまだ不十分なタバコ対策の、現状と今後について考えましょう。

参加無料

健康増進法 第 25 条 （2003年 5月 1日施行 一部省略）

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の

多数の者が利用する施設を管理する者は、

受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう）を防止する
ために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

World No-Tobacco Day commemorative symposium 2008

2008 年 世界禁煙デー記念シンポジウム

受動喫煙のない環境 - タバコの煙のない社会をめざして

WHO(世界保健機関) 2008 年 世界禁煙デー テーマ (MASH訳)

Tobacco-Free YOUTH – 若者よ タバコに手を出すな

2008 年 節目の年
「嫌煙権運動」発足 30 年 /「健康増進法」施行 5 年 /「タバコ規制枠組み条約」発効 3 年


